
一括受電サービス料金表

〔九州〕

レジル株式会社

２０２５年４月１日実施



１. 　対象となるお客さま
(1) この一括受電サービス料金表〔九州〕（以下「料金表」といいます。）は当社の一括受電サービス

利用規約（以下「利用規約」といいます。）にもとづき、契約種別および料金を定めるものです。
(2) この料金表は、需要場所の所在地が利用規約３（２１）で定める需要場所の所在地が九州のお客

さまに適用します。

２. 　季節区分
　この料金表における季節区分は、次の通りといたします。
(1) 夏季

毎年７月１日から９月３０日までの期間をいいます。
(2) 冬季

夏季以外の期間をいいます。

３. 　契約種別
(1) この料金表における契約種別は、次の通りとします。ただし、当社との間で別途書面による合意

をされたお客さまについては、特定単価契約その他これと異なる契約種別を適用することがあり
ます。この場合の契約種別の詳細、料金の削減方法その他の契約条件については、当該合意の内
容によるものとします。

（低圧需要） （高圧需要）
需要場所の
所在地

【電灯需要】
従量電灯

【動力需要】
低圧電力

【おまとめ需要】
おまとめ契約

【高圧需要】
業務用電力

ＣＤ従量電灯Ｂ〔九州〕 ＣＤ低圧電力〔九州〕 ― ―
九　州

ＣＤ従量電灯Ｃ〔九州〕 ― ―

(2) (1)に定める契約種別（特定単価契約その他これと異なる契約種別を含みます）の料金は、需要場
所のみなし小売電気事業者の該当する契約種別の料金が改定された場合、原則としてその改定内
容に基づき、同様に料金を改定いたします。

４. 　九州の契約種別
（1） ＣＤ従量電灯Ｂ〔九州〕

イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が１０アンペア以上であり、かつ、６０アンペ
ア以下に該当するものに適用いたします。

ロ 契約電流
(1) 契約電流は、１０アンペア、１５アンペア、２０アンペア、３０アンペア、４０アンペ

ア、５０アンペアまたは６０アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ただし、(ﾛ)ｂの場合における契約電流は、４０アンペアとみなします。

(2) 当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」とい
います。）または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、次の場合には、当社は、



電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
a お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等

使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合
b お客さまの需要場所において、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付け

ることが困難な特別の事情があると認められる場合
ハ 料　　金

料金は、基本料金、電力量料金（燃料費等調整相当額を含みます。）および再生可能エネルギ
ー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(1) 基本料金

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場
合の基本料金は、半額といたします。
契約電流１０アンペア ３１６円２４銭

契約電流１５アンペア ４７４円３６銭

契約電流２０アンペア ６３２円４８銭

契約電流３０アンペア ９４８円７２銭

契約電流４０アンペア １，２６４円９６銭

契約電流５０アンペア １，５８１円２０銭

契約電流６０アンペア １，８９７円４４銭
(2) 電力量料金

電力量料金は、その１月の使用電力量によって算定いたします。

第１段 最初の１２０キロワット時までの１キロワット時に
つき １８円３７銭

第２段 １２０キロワット時をこえ３００キロワット時まで
の１キロワット時につき ２３円９７銭

第３段 ３００キロワット時をこえる１キロワット時につき ２６円９７銭
(3) 最低月額料金

(ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下
回る場合は、その１月の料金は、次の最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦
課金相当額の合計といたします。
１契約につき ３３５円３４銭

（2） ＣＤ従量電灯Ｃ〔九州〕
イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が６キロボルトアンペア以上に該当するもの
に適用いたします。

ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ハ 契約容量
(1) 契約容量は、契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお、出力で表示されている場



合等は、各契約負荷設備ごとに別表２（負荷設備の入力換算容量）によって換算するもの
といたします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機
器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表１（契約負荷設備の総容量の算定）
によって総容量を定めます。
最初の６キロボルトアンペアにつき ９５パーセント

次の１４キロボルトアンペアにつき ８５パーセント

次の３０キロボルトアンペアにつき ７５パーセント

５０キロボルトアンペアをこえる部分につき ６５パーセント
(2) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合

には、契約容量は、(ｲ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表５（契
約容量および契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合、契約主
開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、原則として当社が承諾をしていない契
約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。

ニ 料　　金
料金は、基本料金、電力量料金（燃料費等調整相当額を含みます。）および再生可能エネルギ
ー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(1) 基本料金

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場
合の基本料金は、半額といたします。
契約容量１キロボルトアンペアにつき ３１６円２４銭

(2) 電力量料金
電力量料金は、その１月の使用電力量によって算定いたします。

第１段 最初の１２０キロワット時までの１キロワット時に
つき １８円３７銭

第２段 １２０キロワット時をこえ３００キロワット時まで
の１キロワット時につき ２３円９７銭

第３段 ３００キロワット時をこえる１キロワット時につき ２６円９７銭

（3） ＣＤ低圧電力〔九州〕
イ 適用範囲

動力を使用する需要に適用いたします。
ロ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ハ 契約電力

(1) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別表２（負荷設備
の入力換算容量）によって換算するものといたします。）についてそれぞれ次のａの係数
を乗じてえた値の合計にｂの係数を乗じてえた値といたします。

a 契約負荷設備のうち
最大の入力 最初の２台の入力につき １００パーセント



次の２台の入力につき ９５パーセントのものから

上記以外のものの入力につき ９０パーセント
b ａによってえた値の合計のうち

最初の６キロワットにつき １００パーセント

次の１４キロワットにつき ９０パーセント

次の３０キロワットにつき ８０パーセント

５０キロワットをこえる部分につき ７０パーセント
(2) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約電力を定める場合には、契約電力は、

(ｲ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表５（契約容量および契約電
力の算定方法）により算定された値といたします。なお、原則として当社が承諾をしてい
ない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。

ニ 料　　金
料金は、基本料金、電力量料金（燃料費等調整相当額を含みます。）および再生可能エネルギ
ー発電促進賦課金相当額の合計といたします。ただし、基本料金は、(ﾊ)によって力率割引ま
たは割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(1) 基本料金

基本料金は、１月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワット
の場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。ま
た、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約電力１キロワットにつき １,０２３円２３銭
(2) 電力量料金

電力量料金は、その１月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力
量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたし
ます。なお、その１月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、計量値を確認す
るときを除き、その１月の使用電力量をその１月に含まれる夏季およびその他季の日数の
比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。

夏季料金 その他季料金

１キロワット時につき １７円４０銭 １５円７１銭
(3) 力率割引および割増し

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表３（加重平均力率の算定）により加重平均
してえた値が、８５パーセントを上回る場合ハ(ﾛ)により契約電力を定める場合を含みま
す。）は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を
５パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表４（進相用コンデン
サ取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについ
ては９０パーセント、取り付けてないものについては８０パーセント、電熱器については
１００パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその１月の力率は、８５
パーセントとみなします。

ホ その他



変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

(4) 特定単価契約
イ 適用範囲

低圧または高圧の需要に該当するもののうち、お客さまと当社との協議が整った場合に適
用いたします。

ロ 料　　金
料金は、基本料金、電力量料金（燃料費等調整相当額を含みます。）および再生可能エネル
ギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。

(1) 基本料金
基本料金の１月あたりの単価は、お客さまと当社との協議によって個別に定めます。ただ
し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

(2) 電力量料金
電力量料金は、その１月の使用電力量によって算定することとし、１キロワット時あたり
の単価はお客さまと当社との協議によって個別に定めます。

５. 　標準設計基準
標準設計基準は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。

　

附　則



１. 　この料金表の実施期日
この料金表は、２０２５年４月１日から実施いたします。

２. 　この料金表の実施にともなう経過措置
この料金表に定める料金の単価は、実施期日の属する算定期間以降の料金に適用するものとし、実施
期日の前後で日割計算はいたしません。



別　表

１. 　契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備

の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場合、最大の入力の電気機
器から順次対象といたします。

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値
を加えたものといたします。
(1) 住宅の場合、１差込口につき５０ボルトアンペア
(2) 住宅以外の場合、１差込口につき１００ボルトアンペア

(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の１回路当たりの平均負荷設備容量にもと
づき、契約負荷設備の総容量（入力）を算定いたします。

２. 　負荷設備の入力換算容量
負荷設備の入力換算容量は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。

３. 　加重平均力率の算定ｃ
（１） 電灯または小型機器の力率は、１００パーセントといたします。
（２） 動力の力率は次のとおりといたします。

イ この料金表４(3) CD 低圧電力〔九州〕ハ(ｲ)に準じて動力の基準電力を算定する場合は、電気
機器の力率をそれぞれの入力によって次の算式により加重平均してえた値といたします。この
場合、電気機器の力率は、別表４（進相用コンデンサ取付容量基準）の基準に適合した容量の
進相用コンデンサが取り付けてあるものについては９０パーセント、取り付けてないものにつ
いては８０パーセント、電熱器については１００パーセントといたします。
動力の加重平均力率（パーセント）

＝　
１００㌫× 電熱器総容量＋９０㌫× 力率９０㌫の機器総容量＋８０㌫×力率８０㌫の機器総容量

機　器　総　容　量

ロ この料金表４(3)ＣＤ低圧電力〔九州〕ハ(ﾛ)に準じて動力の基準電力を算定する場合は、１００
パーセントといたします。

（３） 加重平均力率は、次の算式により算定された値といたします。
加重平均力率（パーセント）

＝　
(1)の力率×  電灯または小型機器の基準電力 ＋ (2)の力率 × 動力の基準電力

契　約　電　力

４. 　進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。

５. 　契約容量および契約電力の算定方法
この料金表４(2) CD 従量電灯 C〔九州〕ハ(ﾛ)、この料金表４(3)CD 低圧電力〔九州〕ハ(ﾛ)の場合の契
約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率（１００パ



ーセントといたします。）を乗じます。
（1） 交流単相２線式標準電圧１００ボルトもしくは２００ボルトまたは交流単相３線式標準電圧１

００ボルトおよび２００ボルトの場合

　　　契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 　１
１，０００

なお、交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトの場合の電圧は、２００ボルト
といたします。

（2） 交流３相３線式標準電圧２００ボルトの場合

　　　契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × １．７３２ × １
１，０００

６. 　使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
（1） 過去の使用電力量による場合

次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量
が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金
の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比
率を勘案して算定いたします。

イ 前月または前年同月の使用電力量による場合

　
前月または前年同月の使用電力量

前月または前年同月の料金の算定期間の日数
 × 協定の対象となる期間の日数 

ロ 前３月間の使用電力量による場合

　
前３月間の使用電力量

前３月間の料金の算定期間の日数
　× 協定の対象となる期間の日数

（2） 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたし
ます。

（3） 取替後の計量器によって計量された期間の日数が１０日以上である場合で、取替後の計量器によ
って計量された使用電力量によるとき。

　
取替後の計量器によって計量された使用電力量

取替後の計量器によって計量された期間の日数
　× 協定の対象となる期間の日数　

（4） 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお、この場合の計量器の取付けは、利用規約４３（計量器等の取付け）に準ずるものといたし
ます。

（5） 公差をこえる誤差により修正する場合

　
計量電力量

１００パーセント ＋ ±誤差率
 

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象とし
て協定いたします。



イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月

７. 　日割計算の基本算式
（1） 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。

イ 基本料金、最低料金、最低月額料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進
賦課金相当額を日割りする場合

１月の該当料金 ×
日割計算対象日数

検針期間の日数

ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(1) ＣＤ従量電灯Ｂ〔九州〕、ＣＤ従量電灯Ｃ〔九州〕

第１段階料金適用電力量 ＝ １２０キロワット時 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当
たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第２段階料金適用電力量 ＝ １８０キロワット時 × 
日割計算対象日数

検針期間の日数

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時をこえ３００キロワット時まで
の１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

(2) (ｲ)または(ﾛ)によって算定された最低料金適用電力量、第１段階料金適用電力量および第
２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で
四捨五入いたします。

ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(1) 利用規約１９（料金の算定と通知）(1)イの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 利用規約１９（料金の算定と通知）(1)ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの
契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ま
たＣＤ低圧電力〔九州〕のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がと
もに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率に
よりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値
によります。

ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額（最低料金の再生可能エネルギー
発電促進賦課金相当額を除きます。）を算定する場合
(1) 利用規約１９（料金の算定と通知）(1)イの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 利用規約１９（料金の算定と通知） (1)ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの
契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。た
だし、計量値を確認する場合は、その値によります。

（2） 本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の
日数は、次のとおりといたします。



イ 本サービスの提供を開始した場合
開始日の直前の検針日から、利用開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ 利用契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめ定めた日の前日
までの日数といたします。

（3） 本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は、
次のとおりといたします。

イ 本サービスの提供を開始した場合
そのお客さまの属する建物の検針日（開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといた
します。）の属する月の日数といたします。

ロ 利用契約が消滅した場合
そのお客さまの属する建物の検針の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に
対応するものといたします。）の属する月の日数といたします。

（4） 本サービス提供停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停
止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、本サービスの提供を停止した
日を含み、本サービスの提供を再開した日は含みません。また、停止日に本サービスの提供を再
開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。

８. 　燃料費等調整
（低圧需要）
（1） 燃料費等調整額の算定

イ 平均燃料価格
原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額
の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、平均燃料価格は１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入
いたします。
平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格
Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格
Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格

なお、各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均原油価格、１トン当たりの平
均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は、１円とし、その端数は、
小数点以下第１位で四捨五入いたします。

ロ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入
いたします。
(1) １キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合

燃料費等調整単価＝ 付表の基準燃料価格 ― 平均燃料価格 ×
付表の基準単価

1,000



(2) １キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合

燃料費等調整単価＝ 平均燃料価格 ― 付表の基準燃料価格 ×
付表の基準単価

1,000

ハ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平
均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いた
します。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりとい
たします。

平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃 料 費 等 調 整 単 価 適 用 期 間

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の６月の料金に係る計量期間等

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の７月の料金に係る計量期間等

毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の８月の料金に係る計量期間等

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の９月の料金に係る計量期間等

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の１０月の料金に係る計量期間
等

毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１１月の料金に係る計量期間
等

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１２月の料金に係る計量期間
等

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 翌年の１月の料金に係る計量期間等

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の２月の料金に係る計量期間等

毎年１０月１日から１２月３１日までの期
間 翌年の３月の料金に係る計量期間等

毎年１１月１日から翌年の１月３１日まで
の期間 翌年の４月の料金に係る計量期間等



毎年１２月１日から翌年の２月２８日まで
の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の
2 月２９日までの期間）

翌年の５月の料金に係る計量期間等

ニ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費等調整単価を適
用して算定いたします。

（2） 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、付表のとおりといたします。

（3） 燃料費等調整額の差引きまたは加算
電力量料金は、(1)イによって算定された平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合は、
(1)ニによって算定された燃料費等調整額を差し引いたものとし、(1)イによって算定された平
均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合は、(1)ニによって算定された燃料費等調整額
を加えたものといたします。

（4） 燃料費等調整単価のお知らせ
当社は、(1)ロによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。

〔付表〕燃料費等調整（低圧需要）
需 要 場 所 の
所 在 地

α、βおよびγの値
基準単価

（１キロワット時につき）
基準燃料価格

九　州
α＝０．００５３
β＝０．１８６１
γ＝１．０７５７

【電灯／動力需要】 １３銭６厘 ２７，４００円

９. 　離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定

イ 離島平均燃料価格
原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および
価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、離島平均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四
捨五入いたします。

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ
Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格
Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格
Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均原油価格、１トン当たり
の平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位は１円とし、その端数
は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価



離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下
第１位で四捨五入いたします。
(1) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を下回る場合

離島ユニバーサルサービス調整単価

＝ 付表の離島基準燃料価格 ― 離島平均燃料価格 ×
付表の離島基準単価

1,000

(2) １キロリットル当たりの離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価

＝ 離島平均燃料価格 ― 付表の離島基準燃料価格 ×
付表の離島基準単価

1,000

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービ
ス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期
間は、次のとおりといたします。

離 島 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間
離 島 ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス
調 整 単 価 適 用 期 間

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の６月の料金に係る計量期間等

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の７月の料金に係る計量期間等

毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の８月の料金に係る計量期間等

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の９月の料金に係る計量期間等

毎年５月１日から７月３１日までの期間
その年の１０月の料金に係る計量期間
等

毎年６月１日から８月３１日までの期間
その年の１１月の料金に係る計量期間
等



毎年７月１日から９月３０日までの期間
その年の１２月の料金に係る計量期間
等

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 翌年の１月の料金に係る計量期間等

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の２月の料金に係る計量期間等

毎年１０月１日から１２月３１日までの期
間

翌年の３月の料金に係る計量期間等

毎年１１月１日から翌年の１月３１日まで
の期間

翌年の４月の料金に係る計量期間等

毎年１２月１日から翌年の２月２８日まで
の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の
２月２９日までの期間）

翌年の５月の料金に係る計量期間等

ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された離島
ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。

(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、供給電圧ごとに、
付表のとおりといたします。

(3) 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
電力量料金は、(1)イによって算定された離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を下回
る場合は、(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、
(1)イによって算定された離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を上回る場合は、(1)ニ
によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。

(4) 離島ユニバーサルサービス調整単価のお知らせ
当社は、(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価をお知らせいたします。

〔付表〕離島ユニバーサルサービス調整
需要場所の
所 在 地

α、βおよびγの値
離島基準単価

（１キロワット時につき）
離島基準
燃料価格

九　州
α＝１．００００
β＝０．００００
γ＝０．００００

【電灯／動力需要】 0 銭 3 厘 ７９，３００円



１０. 標準設計基準
標準設計基準は、需要場所に応じ、みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。


